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国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113( 内線 108)

■
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
こ
と
を

「
後
発
医
薬
品
」
と
い
う
呼
び
方
を
し

ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
新
薬
の
こ
と
を

「
先
発
医
薬
品
」
と
呼
び
ま
す
が
、
こ

の
新
薬
の
特
許
が
切
れ
た
後
に
販
売
さ

れ
る
医
薬
品
で
あ
る
た
め
「
後
発
医
薬

品
」
と
い
い
ま
す
。
後
か
ら
販
売
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
新
薬
と
同
じ
有

効
成
分
・
用
法
用
量
で
、
同
等
の
効
果

を
持
つ
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
新
薬

　
よ
り
も
価
格
が
安
い
理
由
は

　

新
薬
を
開
発
す
る
に
は
莫
大
な
費
用

が
掛
か
り
ま
す
が
、
そ
の
新
薬
は
20
〜

25
年
の
特
許
期
間
は
開
発
メ
ー
カ
ー
が

独
占
的
に
製
造
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
特
許
期
間
が
過
ぎ
る
と
、

ほ
か
の
メ
ー
カ
ー
も
同
じ
成
分
の
薬
を

製
造
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
開
発
の

費
用
が
掛
か
ら
な
い
分
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
の
価
格
は
新
薬
の
２
〜
７
割

ほ
ど
安
価
な
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。

■
な
ぜ
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

　
推
奨
す
る
の
か

　

高
齢
化
が
進
み
今
後
も
医
療
費
が
伸

び
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
お
り
、

皆
さ
ん
の
医
療
費
の
負
担
も
増
え
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
を
使
う
こ
と
で
自
分
自
身
の
費

用
負
担
が
減
る
の
と
同
時
に
国
民
健
康

保
険
財
政
へ
の
負
担
も
減
ら
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。
保
険
で
負
担
す
る
医
療
費

を
抑
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
必
要
な
国

民
健
康
保
険
税
は
も
ち
ろ
ん
国
、
県
、

町
の
税
金
の
負
担
を
抑
え
る
こ
と
に
つ

な
が
り
ま
す
。

■
ど
う
す
れ
ば
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク 

　
医
薬
品
を
利
用
で
き
る
か

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
処
方
を
希

望
す
る
場
合
は
、
医
師
の
処
方
せ
ん
が

必
要
で
す
。
ま
ず
は
、
か
か
り
つ
け
の

医
師
や
薬
剤
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
証
と
一
緒
に
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
」
を
配
布
し
て

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

健
康
診
断

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113( 内線 108)

■ 

年
に
１
回
は
健
診
を
受
け
て
体

の
状
態
を
確
認
し
ま
し
ょ
う

　

９
月
２
日
（
月
）
か
ら
個
別
健
診
が

始
ま
り
ま
す
。
集
団
健
診
を
受
診
さ
れ

な
か
っ
た
方
は
、
か
か
り
つ
け
医
な
ど

の
指
定
医
療
機
関
で
個
別
健
診
を
受
診

し
ま
し
ょ
う
。
個
別
健
診
の
対
象
者
に

は
受
診
券
を
送
付
し
ま
す
。
都
合
の
良

い
日
時
を
選
ん
で
受
診
で
き
ま
す
の
で
、

個
別
健
診
で
自
分
の
体
の
状
態
を
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

　

受
診
の
際
は
事
前
の
予
約
が
必
要
で

す
の
で
、
指
定
医
療
機
関
へ
直
接
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

　

７
月
・
８
月
に
実
施
し
た
集
団
健
診

を
受
診
さ
れ
な
か
っ
た
、
令
和
２
年
４

月
１
日
現
在
で
40
〜
74
歳
の
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
の
方

※
個
別
健
診
の
対
象
者
に
は
、
９
月
２

　

日
（
月
）
の
行
政
区
配
達
で
お
知
ら

　

せ
し
ま
す
。

※
受
診
券
が
送
付
さ
れ
た
方
で
も
、
国

　

保
の
被
保
険
者
資
格
が
な
く
な
っ
た

　

場
合
は
、
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま

　

せ
ん
。

▼
実
施
期
間

　

令
和
元
年
９
月
２
日
（
月
）
〜
12
月

27
日
（
金
）

▼
健
康
診
査
内
容

　

体
格
検
査
（
身
長
・
体
重
・
腹
囲
・

Ｂ
Ｍ
Ｉ
）、
血
圧
測
定
、
血
液
検
査

（
血
中
脂
質
検
査
・
肝
機
能
検
査
・
血

糖
検
査
・
腎
機
能
検
査
）、
尿
検
査
、

医
師
の
診
察
な
ど 

※
が
ん
検
診
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

▼
受
診
料
（
個
人
負
担
金
）

　

１
，
３
０
０
円

▼
主
な
指
定
医
療
機
関

・
荒
瀬
病
院
（
甲
佐
町
緑
町
３
３
１
）

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
６
１

・
谷
田
病
院
（
甲
佐
町
岩
下
１
２
３
）

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
２
４
８

・
小
屋
迫
医
院
（
甲
佐
町
岩
下
96
‐

　

1
）

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
０
１
６
５

※
そ
の
ほ
か
の
指
定
医
療
機
関
に
つ
い

　

て
は
、
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

　

覧
に
な
る
か
、
町
住
民
生
活
課
ま
で

　

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

９月２日から個別健診
が 始 ま り ま す

詳しくは町住民生活課までお尋ねください

ジェネリック医薬品で
医療費を節約しましょう

詳しくは町住民生活課へお問い合わせください
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国
民
年
金

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113( 内線 104)

児
童
発
達
支
援

町福祉課　TEL 096‒234‒1114( 内線 143)

■
保
険
料
を
追
納
す
る
と
年
金
の
受

　
取
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
、
納
付
猶

予
、
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た

期
間
が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を
全
額
納

め
た
場
合
と
比
べ
、
65
歳
か
ら
受
け
ら

れ
る
老
齢
基
礎
年
金
の
受
取
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け

た
期
間
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る

こ
と
が
で
き
る
追
納
制
度
が
あ
り
、
将

来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
額
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
社
会
保
険
料
控
除
に
よ
り
、

所
得
税
・
住
民
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

該
当
す
る
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
保

険
料
を
追
納
さ
れ
る
こ
と
を
お
す
す
め

し
ま
す
。

■
追
納
制
度
を
利
用
し
て
保
険
料
を

　
納
め
ら
れ
る
場
合
の
注
意
点

　

追
納
制
度
を
利
用
し
て
保
険
料
を
納

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
次
の
５
点
に
注

意
が
必
要
で
す
。

①
保
険
料
の
追
納
を
行
う
場
合
に
は
、

　

年
金
事
務
所
へ
の
事
前
の
申
し
込
み

　

が
必
要
で
す
。

②
年
金
機
構
か
ら
発
行
さ
れ
る
納
付
書

　

に
よ
り
お
支
払
い
が
で
き
ま
す
（
口

　

座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

　

は
で
き
ま
せ
ん
）。

③
承
認
さ
れ
た
期
間
の
う
ち
、
原
則
と

　

し
て
古
い
月
の
保
険
料
か
ら
納
付
す

　

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

④
一
部
免
除
（
半
額
、
４
分
の
１
、４

　

分
の
３
）
を
受
け
た
期
間
は
、
納
付

　

す
べ
き
保
険
料
を
納
め
て
い
な
け
れ

　

ば
、
追
納
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

⑤
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら

　

起
算
し
て
、
３
年
度
目
以
降
に
追
納

　

を
す
る
場
合
、
当
時
の
保
険
料
額
に

　

一
定
の
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す

　

の
で
、
早
め
の
追
納
を
お
す
す
め
し

　

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
熊
本
東
年
金
事
務
所
へ

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
東
年
金
事
務
所

　

TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

国民年金の追納制度を
ご 利 用 く だ さ い

詳しくは熊本東年金事務所へお尋ねください

■ 

児
童
発
達
支
援
な
ど
の
利
用
者 

負
担
が
無
償
化
さ
れ
ま
す

　

子
育
て
世
帯
を
応
援
し
、
社
会
保
障

を
全
世
代
型
へ
抜
本
的
に
変
え
る
た
め
、

10
月
１
日
か
ら
実
施
さ
れ
る
幼
児
教

育
・
保
育
の
無
償
化
に
伴
い
、
障
害
児

入
所
施
設
で
提
供
さ
れ
る
、
児
童
発
達

支
援
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担

が
無
償
化
さ
れ
ま
す
。
就
学
前
の
障
害

児
を
支
援
す
る
た
め
、
次
の
サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て
対
象
者
の
利
用
者
負
担
を
無

料
と
し
ま
す
。

▼
無
料
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

・
児
童
発
達
支
援

・
医
療
型
児
童
発
達
支
援

・
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

・
保
育
所
等
訪
問
支
援

・
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
お
よ
び
医

　

療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
利
用
料

▼
対
象
と
な
る
子
ど
も

　

児
童
発
達
支
援
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
児
童
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

無
償
化
の
対
象
と
な
る
期
間
は
、

「
満
３
歳
に
な
っ
て
初
め
て
の
４
月
１

日
か
ら
３
年
間
」
で
す
。

○
具
体
的
な
対
象
者
の
参
考
例

・
無
償
化
の
期
間
が
10
月
１
日
〜
令
和

　

２
年
３
月
31
日
の
場
合
の
対
象
者

　

平
成
25
年
４
月
2
日
〜
平
成
28
年
４
月

１
日
が
誕
生
日
の
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も

※
利
用
者
負
担
以
外
の
費
用
（
医
療
費

　

や
食
費
等
の
実
費
負
担
）
は
、
引
き

　

続
き
お
支
払
い
い
た
だ
く
こ
と
に
な

　

り
ま
す
。

※
幼
稚
園
・
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園

　

な
ど
と
併
せ
て
児
童
発
達
支
援
な
ど

　

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
は
、

　

ど
ち
ら
も
無
償
化
の
対
象
と
な
り
ま

　

す
。

▼
ご
利
用
手
続
き

　

無
償
化
に
あ
た
り
、
新
た
な
手
続
き

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
利
用
の
障
害
児
入
所
施
設
な
ど
で
、

利
用
者
負
担
無
償
化
の
対
象
と
な
る
か

を
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
福
祉
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
４

　
　
（
内
線
１
４
３
）

就学前の障がいのある
子 ど も た ち を 支 援

詳 し く は 町 福 祉 課 へ お 尋 ね く だ さ い


